
◆　令和５年度小浜市人事行政の運営等の状況　◆
　小浜市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（小浜市条例第9号）第6条の規定に

基づき、令和5年度の人事行政の運営等の状況について次のとおり公表します。

　・一部、令和6年4月1日現在の状況を公表しています。

（１）職員数の状況

　　　各年度4月1日現在の部門別職員数の状況は、下表のとおりです。　　　　　　（単位：人）

区　　分 職員数 対前年
増減数

令和6年度の職員の主な増減理由
部　　門 R4 R5 R6

一
般
行
政

議 会 5 5 5 0

税 務 15 15 14

総 務 73 73 79 6 ・DX推進室の創設および自己啓発休業等の休職による総務課配属に伴う増員

△ 1 ・債権管理条例制定に伴う減員

民 生 62 62 63 1 ・子育て支援業務増加に伴う増員

衛 生 21 21 19 △ 2 ・クリーンセンター管理業務終了、重層的支援業務に伴い保健センター業務から保健師異動

労 働 2 2 2 0

農林水産 20 19 19 0

商 工 15 16 16 0

土 木 23 23 23 0

小 計 236 236 240 4
特
別
行
政

教 育 22 21 21 0

小 計 22 21 21 0

公
営
企
業
等

水 道 7 7 7 0

そ の 他 17 17 17

下 水 道 8 8 8 0

0

小 計 32 32 32 0

総　合　計 290 289 293 4

（２）職員数の推移

【各年度4月1日現在】

＊一般行政は全職員数から特別行政（教育関係）、公営企業会計等を除いたものです。

１ 職員の任免および職員数の状況
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退職者数 採用者数

（３）職員の採用と退職の状況

（単位：人）

15 11

令和3年度 令和4年度 令和5年度

職 種 採用者数 退職者数 採用者数

0 0 0 0

退職者数

行 政 職 9 9 14 15

0

合 計 9 9 14 15 15 11

技 能 労 務 職 0

＊国および県との人事交流に関する数字は含まれていないため、（２）職員数の推移のグラフ（全職員数）とは

　数値が一致しません。

　　　

　職員の執務について定期的に人事評価を行い、その結果に応じた措置を講じなければならな

いとされています。（地方公務員法第23条の2、第23条の3）

　本市においては職員の勤務の業績や職務に関連する能力、態度等を公平かつ統一的に把握し、

人事管理ならびに職員の能力開発、人材育成および活用を図ることを目的として、平成17年度

から平成20年度まで人事評価制度を試行し、平成21年度からは本格的に人事評価制度を実施し

ました。平成23年度からは、能力・態度評価を重視した制度の運用を図りました。

　平成26年の地方公務員法改正により、平成28年度からは業績と能力に分けて評価するなど、

評価方法の変更を行い、評価結果の処遇等への反映を導入した人事評価制度として実施してい

ます。

　人事評価は、能力主義および成績主義を実現するための手段であり、職員の能力や勤務実績

等を総合的に評価し、その結果を配置換えや昇任等の人事管理に活用することで、公務の能率

的な運営を図っています。

　職員の給与は、地方公務員法に定める給与決定の原則に基づき、生計費、国や他の地方公共

団体の職員の給与、民間事業の従事者の給与などを参考に市議会の議決を経て「小浜市一般職

の職員の給与に関する条例」などで定められています。

　今後も、給料、手当等の適正化に努めていくとともに、小浜市行政改革大綱に基づき人件費

の抑制に努めていきます。

（１）人件費の状況

【令和5年度・普通会計決算】

住民基本台帳人口 歳出決算額 実質収支 人件費 人件費率 4年度人件費率

（年度末・単位：人） （単位：千円） （単位：千円） （単位：千円） （単位：％） （単位：％）

27,847 17,179,642 566,913 2,752,580 16.0 15.0

３ 職員の給与の状況

２ 職員の人事評価の状況
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（２）職員の平均給料月額、給与月額および平均年齢の状況

【令和6年4月1日現在】

区 分
一　般　行　政　職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

小 浜 市 310,500 円 367,000 円 41 歳 1 カ月

福 井 県 320,378 円 381,421 円 42 歳 6 カ月

国 323,823 円 405,378 円 42 歳 1 カ月

（３）職員の初任給の状況

【令和6年4月1日現在・一般行政職】

区 分
小浜市 福井県 国

初任給額 初任給額 初任給額

大 学 卒 196,200 円 202,400 円 総合職　200,700 円 一般職　196,200 円

高 校 卒 166,600 円 170,900 円 一般職　166,600 円

（４）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

【令和6年4月1日・一般行政職】

区 分 3年以上～5年未満 5年以上～7年未満 7年以上～10年未満 10年以上～15年未満

大 学 卒 217,800 円 228,000 円 238,900 円 269,300 円

高 校 卒 － 円 198,600 円 211,900 円 － 円

区 分 15年以上～20年未満 20年以上～25年未満 25年以上～30年未満 30年以上～35年未満

大 学 卒 303,800 円 361,700 円 394,600 円 416,100 円

高 校 卒 264,700 円 314,600 円 364,300 円 385,900 円
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（５）一般行政職の級別職員数の状況

【令和6年4月1日現在】

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職務上の段階

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

1級 定型的な業務を行う職務 26 12.7%

主事 20

管理栄養士 1

56 27.4%
主
事
級

技師 4

社会福祉士 1

計 26

書記

14.7%

主事 26

技師 3

栄養士

1

計 30

3級
主査または主査級に属する職の
職務

59 28.9%

主査 52

計 59

2級
相当高度の知識または経験を必
要とする業務を行う主事または
主事級に属する職の職務

30

59 28.9%
主
査
級

主任社会福祉士 4

書記 3

4級
課長補佐または課長補佐級に属
する職の職務

35 17.2%

課長補佐 32

35 17.2%

課
長
補
佐
級

次長 2

専門員 1

計 35

5級
主幹または主幹級に属する職の
職務

24 11.8%

主幹 19

次長 4
24 11.8%

主
幹
級室長 1

計 24

6級
課長または課長級に属する職の
職務

12 5.9%

課長 12

12 5.9%
課
長
級計 12

7級
部長または部長級に属する職の
職務および部次長または部次長
級に属する職の職務

18 8.8%

部長 9

18

18 8.8%
部
長
級

局長 2

会計管理者 1

次長 6

計

合計 204 100.0%

＊職員数は、「地方公務員給与実態調査」により総務省に報告している数値です。一般行政職は、全職員数

　から保育士、保健師、水道会計職員、下水道会計職員、技能労務職等を除いた職員です。
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（６）職員手当の状況

●扶養手当（月額）
【令和6年4月1日現在】

区　　分 小浜市 国

 配偶者 6,500 円 6,500 円

 子 10,000 円 10,000 円

 配偶者、子以外の扶養親族 6,500 円 6,500 円

円

 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人に右記金額を加算 5,000 円 5,000 円

●住居手当（月額）

家賃27,000円以下

【令和6年4月1日現在】

区　　分 小浜市 国

持家居住者 新築・購入から5年間（平成22年度から廃止） 0 円 0

円 28,000 円

家賃27,000円を超え61,000円未満
(家賃－27,000)
×1/2＋11,000

(家賃－27,000)
×1/2＋11,000

(家賃－16,000) (家賃－16,000)

●管理職手当（月額）

【令和6年4月1日現在】

区 分 支給額 備　　考

貸家貸間
居住者

家賃61,000円以上 28,000

上席部長 66,000円

平成21年4月から定率制から定額制に移行しています。これによ
り、管理職員一人当たりの手当額は、減少しています。

部 長 60,000円

部 次 長 48,000円

課 長 42,000円

主 幹 33,000円

●通勤手当（月額）

【令和6年4月1日現在】

区　　分 小浜市 国

自家用車利用者

2 キロ以上 5 キロ未満 2,000

15 キロ以上 20 キロ未満

円 2,000 円

5 キロ以上 10 キロ未満 4,200 円 4,200 円

10 キロ以上 15 キロ未満 7,100 円 7,100 円

10,000 円 10,000 円

20 キロ以上 25 キロ未満 12,900 円 12,900 円

25 キロ以上 30 キロ未満 15,800 円 15,800 円

30 キロ以上 35 キロ未満 18,700 円 18,700 円

35 キロ以上 40 キロ未満 21,600 円 21,600 円

40 キロ以上 45 キロ未満 24,400 円 24,400 円

45 キロ以上 50 キロ未満 26,200 円 26,200 円

29,800 円

50 キロ以上 55 キロ未満 28,000 円

31,600 円

28,000 円

55 キロ以上 60 キロ未満 29,800 円

31,600 円

交通機関利用者 最高支給限度額　55,000円 運賃相当額 運賃相当額

60 キロ以上
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●単身赴任手当（月額）

【令和6年4月1日現在】

区　　分 小浜市 国

 異動に伴い配偶者と別居している場合 30,000 円 30,000 円

●地域手当（月額）

【令和6年4月1日現在】

区　　分 級地（都道府県） 割　合 給料、管理職手当、扶養手当の
月額合計に割合を乗じて得た額異動に伴い対象地域に在勤する場合 1級地（東京都） 100分の20

●特殊勤務手当

【令和6年4月1日現在】

区　　分 支給単位 支給額

 感染症防疫作業 日額 300 円

 社会福祉事務（生活支援） 日額 150 円

 徴収業務（市税、国保税、介護保険料、水道使用料ほか） 日額 250 円

 用地交渉 日額 400 円

 汚物処理、汚水処理、ごみ処理作業 日額 450 円

 し尿処理作業 日額 450 円

 し尿脱水汚泥処理作業 日額 900 円

 人体有害虫等駆除作業 日額 1,100 円

 死体取扱作業 日額 2,200 円

●時間外勤務手当

【普通会計決算額】

区 分 支給総額 職員1人当たり支給年額

令和 5年度 62,574,000 円 312,870 円

令和 4年度 62,440,000 円 300,192 円

●期末勤勉手当

【令和5年度支給割合】

区 分
小浜市 国

期末手当 勤勉手当 合　計 期末手当 勤勉手当 合　計

6 月 期 1.200 月 1.000 月 2.200 月 1.200 月 1.000 月 2.200 月

12 月 期 1.250 月 1.050 月 2.300 月 1.250 月 1.050 月 2.300 月

合 計 2.45 月 2.05 月 4.50 月 2.45 月 2.05 月 4.50 月

参 考
職制上の段階、職務の等級による加算措置
……有

職制上の段階、職務の等級による加算措置
……有
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●退職手当

【令和6年4月1日現在】

区 分
小浜市 国

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695 月 24.586875 月 19.6695 月 24.586875 月

勤続25年 28.0395 月 33.27075 月 28.0395 月 33.27075 月

勤続35年 39.7575 月 47.709 月 39.7575 月 47.709 月

最高限度額 47.709 月 47.709 月 47.709 月 47.709 月

その他加算
定年前早期退職特例措置（2％～20％加
算）

定年前早期退職特例措置（3％～45％加
算）

（７）特別職の報酬等の状況

【令和6年4月1日現在】

区 分 報酬月額 期末手当 その他の手当

市 長 850,000 円 6 月期 1.650 1.650 1.650 月

市長、副市長、教
育長には、一般職
に準じて通勤手当
が支給されます。

副 市 長 710,000 円 12 月期 1.750 1.750 1.750 月

教 育 長 630,000 円 合　計 3.40 3.40 3.40 月

議 長 440,000 円 市長 副市長 議員

副 議 長 370,000 円 *一般職に準じた職制上の段階による加算措置有

議 員 350,000 円 *令和5年度支給割合

（１）勤務時間の状況

　　　令和6年度の職員の勤務時間は、原則として次の表のとおりです。

勤 務 時 間 　８：３０～１７：１５

休 憩 時 間 １２：００～１３：００

＊公務運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員は、上記以外の勤務時間の割り振りに

　よります。

４ 職員の勤務時間、その他の勤務条件および休業に関する状況
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（２）休暇、休業制度の状況

　　　職員の休暇の種類は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間の

　　　5種類です。休業については、育児休業があります。

休暇、休業の種類 付与日数・期間

 年次有給休暇  1年につき最高20日間

病
気
休
暇

公務上負傷または疾病  必要と認められる期間

その他私傷病  90日以内

生理日の就業困難  必要と認められる期間

 必要と認められる期間

感染症予防等休暇  必要と認められる期間

産前休暇  8週間以内に出産予定の場合出産日まで

産後休暇  出産翌日から8週間

授乳のための休暇  1日2回、1回あたり30分以内

骨髄提供のための休暇  必要と認められる期間

結婚休暇  連続する5日以内

妻の出産に伴う休暇  入院から出産後2週間までの間に2日

育児参加休暇  産前6週間、産後1年の期間中において5日

忌引  続柄に応じて1日から7日

父母追悼のための休暇  父母の死後15年以内において各年1日

夏季休暇  連続する5日以内の範囲内の期間

災害復旧のための休暇  7日の範囲内の期間

災害事故に伴う休暇  必要と認められる期間

危険回避のための休暇  必要と認められる期間

ボランティア休暇  1年において5日以内

健康診査のための休暇  必要と認められる期間

永年勤続休暇  永年勤続表彰を受けた年度において連続する3日間

家族看護休暇  1年において5日以内、親族等が2人以上の場合には10日以内

短期介護休暇  1年において5日以内、要介護者が2人以上の場合には10日以内

不妊治療休暇  1年において6日以内

 介護休暇  2週間以上の通算6ヶ月以内の期間において必要と認められる期間

特
　
別
　
休
　
暇

公民権行使のための休暇  必要と認められる期間

裁判員、証人等出頭のための休暇

 介護時間  始業または終業から連続する2時間以内（最長1日2時間）

 育児休業  子が3歳に到達するまでの期間

（３）年次有給休暇の取得状況

　　　令和5年1月1日から令和5年12月31日までの職員の年次有給休暇の平均取得日数は11.4日

　　　となっており、令和4年（10.1日）に比べ1.3日増となっています。

（４）育児休業取得状況

　　　令和5年度に育児休業を新規に取得した職員は8人（男性3人　女性5人）であり、令和

　　　4年度12人（男性5人　女性7人）に比べ取得者総数は4人減少しました。
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（１）分限処分の状況

　　　分限処分とは、公務の能率の維持およびその適正な運営の確保という観点から、職員が

　　　その職責を十分に果たすことができない場合に行う処分のことです。

　　　令和5年度の分限処分の状況は、次の表のとおりです。

区　　分 処分者数 処分事由

降　　任 0人 -

免　　職 0人 -

休　　職 6人 地方公務員法第28条第2項第1号

降　　給 0人 -

（２）懲戒処分の状況

　　　懲戒処分とは、職員の非違行為に対して、職場の秩序を維持し回復を図るために行われる

　　　処分で、免職、停職、減給および戒告があります。

　　　令和5年度の懲戒処分の状況は、次の表のとおりです。

区　　分 処分者数 処分事由

戒　　告 2人 地方公務員法第29条第1項第1号および第3号

減　　給 0人 -

停　　職 0人 -

免　　職 0人 -

　　　すべての職員は、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務し、職務遂行にあたっ

　　　ては全力を挙げてこれに専念しなければなりません。

　　　この服務の根本基準を忠実に実行するため、職員にはさまざまな義務が課せられています。

　　　地方公務員法の規定により、次のような職務上の義務があります。

◇法令等および上司の職務上の命令に従う義務（法第32条）

◇信用失墜行為の禁止（法第33条） ◇秘密を守る義務（法第34条）

◇職務に専念する義務（法第35条） ◇政治的行為の制限（法第36条）

◇争議行為等の禁止（法第37条） ◇営利企業等の従事制限（法第38条）

５ 職員の分限および懲戒処分の状況

６ 職員の服務の状況
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（１）職務専念義務免除の状況

　　　職務に専念する義務とは、「職員は、法律または条例に特別の定めがある場合を除く外、

　　　その勤務時間および職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共

　　　団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」（法第35条）とするもの

　　　ですが、職務に専念する義務の特例に関する条例および職務に専念する義務の特例を定め

　　　る規則でその免除が限定的に認められています。

　　　令和5年度の職務専念義務免除の状況は、次の表のとおりです。

事　　由 件数 人数

研修を受ける場合 0 件 0 人

厚生に関する計画の実施に参加する場合 34 件 34 人

市行政と密接な関係を有し市が指導育成することを必要とする団体の事務に従事する場合 4 件 4 人

教育公務員特例法第21条第1項の規定により、教育に関する他の事業または事務に従事する場合 0 件 0 人

当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 0 件 0 人

地公法第55条第11項の規定により、地方公共団体の当局に対し不満を表明し、または意見を申し出る場合 0 件 0 人

不利益処分に関する審査の請求者または勤務条件に関する措置の要求者として出頭する場合 0 件 0 人

職務に関連のある国家公務員または他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 0 件 0 人

これらのほか、市長が特に定める場合 0 件 0 人

（２）営利企業等従事許可の状況

　　　営利企業等の従事制限とは、「職員は任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする

　　　私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等を兼ね、もしくは自ら営利を目

　　　的とする私企業を営み、または報酬を得ていかなる事業もしくは事務にも従事してはなら

　　　ない。」（法第38条）とするものですが、営利企業等の従事制限に関する規則で許可の基

　　　準等が定められており、その許可が限定的に認められています。

　　　令和5年度の営利企業等従事許可の状況は、次の表のとおりです。

許可の基準（営利企業等の従事制限に関する規則第3条） 人数

次のいずれにも該当しないと認める場合

6 人

・職員の占めている職務と当該営利企業との間に特別な利害関係があって、それに

　より不当な結果を生じ、または生ずるおそれのある場合

・職務の遂行に支障がある場合

・その他公務員として適当でないと認められる場合

　　　退職後に営利企業等に再就職した者は、離職前5年間に在職した執行機関の組織の職員に

　　　対し、離職前5年間の職務に属する契約や処分（再就職先およびその子法人に対するもの

　　　に限る。）に関して、離職後2年間、職務上の行為をするようまたはしないよう要求・依

　　　頼（働きかけ）してはならない、とされています。（法第38条の2）

　　　本市においては小浜市職員の退職管理に関する条例および規則を制定し、再就職者による

　　　職員への働きかけの規制や、再就職情報の届出の義務付け等を行っています。

　　　令和5年度の再就職情報の届出数は、1人となっています。

７ 職員の退職管理の状況
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　　　職員には、その勤務能率の発揮および増進のために、研修を受ける機会が与えられなけれ

　　　ばならないとされています。（法第39条）

　　　研修の種類は、市が独自に行う研修のほか、福井県自治研修所での各階層別研修および専

　　　門研修（委託研修）、全国市町村職員中央研修所など研修機関への派遣研修があります。

　　　令和5年度の職員の研修の状況は、次の表のとおりです。

　　　研修機関への専門研修については、各所属で対応しています。
区分 研　修　名 主　催 研修期間 受講者数

独
自
研
修

新規採用職員研修 小浜市 10 日 14

メンター制度メンティ研修 小浜市 2 日

人
メンター制度メンター研修 小浜市 2 日 14 人

14 人

避難所開設等研修 小浜市 1 日 52 人
拉致問題啓発講演会 小浜市

当初予算・財政状況説明会 小浜市 1 日 115 人
パートナーシップ研修 小浜市 1 日 159 人
課長補佐級研修 小浜市 1 日 5 人
交通安全研修 小浜市 1 日 182 人
インバウンドおもてなし研修 小浜市 1 日 34 人
男性職員料理教室 小浜市 1 日 16 人
次世代リーダー育成研修 小浜市 1 日 54 人

情報セキュリティ研修（eラーニング） 小浜市 367 人
人事評価研修（eラーニング） 小浜市 94 人
タイムマネジメント研修（eラーニング） 小浜市 154 人

委
託
研
修

(

階
層
別
）

新規採用職員研修・前期 福井県自治研修所 3 日 13

新規採用職員研修・後期 福井県自治研修所 2 日

人
新規採用職員研修・中期 福井県自治研修所 2 日 13 人

13 人
新規採用職員研修・保育 福井県自治研修所 2 日 1 人
ステップ1研修 福井県自治研修所 2 日 4 人
ステップ2研修　 福井県自治研修所 2 日 8 人
ステップ3研修　 福井県自治研修所 2 日 4 人
ステップ4研修 福井県自治研修所 1 日 9 人
課長補佐級研修 福井県自治研修所 1 日 7 人
新任管理職研修 福井県自治研修所 1 日 10 人
課長級研修 福井県自治研修所 1 日 4 人

委
託
研
修

(

専
門
）

地方公会計と財務諸表の作り方・読み方研修 福井県自治研修所 2 日 1

ふくいをもっとおもしろく 福井県自治研修所 1 日

人
事業スクラップ研修 福井県自治研修所 1 日 1 人

1 人
文章作成の基礎研修 福井県自治研修所 1 日 1 人
地方自治体におけるAI・IoTの基礎研修 福井県自治研修所 1 日 4 人
クレーム対応研修 福井県自治研修所 1 日 1 人
整理力向上研修 福井県自治研修所 1 日 2 人
地域資源を活かしたまちづくり研修 福井県自治研修所 1 日 3 人
ハラスメント研修（eラーニング） 福井県自治研修所 2 人
相手に伝わる資料デザイン研修（eラーニング） 福井県自治研修所 2 人
失敗しないメディア対応研修（eラーニング） 福井県自治研修所 1 人
PowerPointの基本研修（eラーニング） 福井県自治研修所 2 人
コーチングと部下・後輩の指導研修（eラーニング） 福井県自治研修所 2 人

1 日 46 人

幹部職員　DX研修 小浜市 1 日 54 人

人303日1小浜市危機管理研修

８ 職員の研修の状況
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（１）福利厚生制度の概要

　　　職員の共済制度は、地方公務員法第43条に基づいて定められた地方公務員等共済組合法に

　　　よって具体的に定められています。共済制度を運用し、実施する主体は福井県市町村職員

　　　共済組合です。

　　　共済組合では、組合員である職員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡などに対して必要

　　　な給付を行う「短期給付事業」、職員の退職・障害・死亡に対して年金または一時金の給

　　　付を行う「長期給付事業」、健康の保持増進事業や住宅資金の貸付などの「福祉事業」の

　　　3つの事業を行っています。

　　　小浜市においては、職員の福利厚生事業を実施しているほか、職員による互助組織として

　　　「小浜市職員共済会」を組織し、職員（会員）の掛金により文化体育事業や給付事業など

　　　を行っています。（職員の掛金　給料月額2.0/1000）

　　　市職員共済会が行う給付事業のうち主なものは、次の表のとおりです。

給付の種類 給付額

結婚祝金 会員が結婚したとき 10,000 円

出産祝金 会員またはその配偶者が出産したとき 10,000 円

死亡弔慰金

会員が死亡したとき 50,000 円

配偶者が死亡したとき 20,000 円

会員の父母、生計を一にする配偶者の父母、子、または生計
を一にする祖父母、もしくは、兄弟姉妹が死亡したとき

10,000 円

退会記念品料 会員が退職したとき 15,000 円

（２）公務災害補償制度の状況

　　　公平委員会において令和5年度に不利益処分に関する不服申し立てとして取り扱った事案

　　　はありません。

　　　職員の公務上の災害に対する補償は、地方公務員災害補償基金福井県支部に加入し実施し

　　　ています。

　　　令和5年度においては、2件の公務上のケガによる災害がありました。

　　　公平委員会において令和5年度に勤務条件に関する措置の要求として取り扱った事案はあ

　　　りません。

９ 職員の福祉および利益の保護の状況

１０ 勤務条件に関する措置の状況

１１ 不利益処分に関する不服申し立ての状況

１０ 勤務条件に関する措置の状況

１１ 不利益処分に関する不服申し立ての状況
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